
外国人自動車整備技能実習評価試験（初級・専門級・上級）  
 

【千葉地方委員会】令和７年度（2025 年度）試験予定日 

 

令和７年度 千葉地方委員会で実施する外国人自動車整備技能評価試験 

（初級・専門級・上級）試験予定日を以下のとおりお知らせします。 

試験科目 回数 試 験 日 申込締切 備 考 

初 級 

１ ４月１８日(金) ３月１８日(火)  

２ ６月 ６日(金) ５月 ７日(水)  

３ ７月２５日(金) ６月２５日(水)  

４ ９月１８日(木) ８月１８日(月)  

５ １１月 ５日(水) １０月 ６日(月)  

６ ８年１月２８日(水) １２月２６日(金)  

７ ３月１１日(水) ８年２月１０日(火)  

専門級 

１ ４月２２日(火) ３月２１日(金)  

２ ６月１３日(金) ５月１３日(火)  

３ ８月２０日(水) ７月１８日(金)  

４ １０月３１日(金) ９月３０日(火)  

５ １２月 ９日(火) １１月 ７日(金)  

６ ８年１月３０日(金) １２月２６日(金)  

７ ２月１３日(金) ８年１月１３日(火)  

上 級 

１ ４月２１日(月) ３月２１日(金)  

２ ８月 ８日(金) ７月 ８日(火)  

３ １２月１１日(木) １１月１１日(火)  

 

監理団体（又は実習実施者）が外国人技能実習機構に提出した「受験確認連絡票」が 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会に回送され、千葉地方委員会が確認できたこ

とにより申込とします。  

外国人技能実習機構を経由しての申請でなければ受験できません。また、申請後の変

更に関しても 外国人技能実習機構を経由して下さい。  

監理団体（又は実習実施者）は第１号技能実習生については実習が終了する６か月前、  

第 2 号及び第 3 号技能実習生については 12 か月前までに、外国人技能実習機構に受

験申請をして下さい。  

・試験会場  

千葉県自動車整備振興会 教育センター（千葉県千葉市美浜区新港 171-1）  

※ 会場都合等により試験日を変更する場合があります。  

 

外国人自動車整備技能実習評価試験 千葉地方委員会 


